
入札参加資格申請システム 建設工事資格者名簿登録申請
－ 建設工事の「経営事項審査情報」についての注意事項 －

長崎市では事業者の建設工事資格者名簿登録申請手続き（新規申請、更新申請）を簡易にするため、
国土交通省や各都道府県から経営事項審査情報データを長崎市の入札参加資格申請システムに取り込み、
利用するしくみとなっています。
データが届くまでには「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（経営事項審査情報）の
発行日（※1）から２週間程度を要します。
※1 通知書の発行日＝通知日です。経営事項審査の基準日ではありません。
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長崎市に経営事項審査情報のデータが届くまで
通知書の発行日（通知日）から２週間程度を要します。

データが届くまでの間は新しい経営事項審査情報を利用
して、インターネットでの申請手続きはできません。

通知書がお手元に届いてすぐに、インターネットでの申請手続きを行われた場合、
まだ新しい（直近の審査基準日の）経営事項審査情報データが届いておらず、申請手続き画面に
古い（前回の審査基準日の）情報が表示されることがあります。
新しい経営事項審査情報データが長崎市の入札参加資格申請システムに届いていることを事業者にて
確認（入札参加資格申請システムにログインし、建設工事の入札参加資格申請に進み、経営事項審査の基準日の表示を確認）され
た後インターネットでの申請を進めていただくか、お急ぎ（入札参加有効期限間近など）の場合は、
紙（申請書）での申請をお願いします。

なお、古い経営事項審査情報を利用して申請手続きを行われた場合、申請データを差し戻し、
申請をやり直しをしていただくことになりますのでご注意ください。

※1 通知書の発行日から２週間程度


